
- 1 -

平成１８年（行ケ）第１０４７０号 審決取消請求事件

平成１９年１０月３０日判決言渡，平成１９年９月２５日口頭弁論終結

判 決

原 告 日本パーカライジング株式会社

訴訟代理人弁護士 鮫島正洋，内田公志，吉原政幸，中原敏雄，岩永利彦，松島

淳也

訴訟復代理人弁護士 木村貴司

被 告 日本ペイント株式会社

訴訟代理人弁護士 小野寺良文，飯塚卓也，末吉亙

訴訟代理人弁理士 前直美

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が無効２００４－８０００２号事件について平成１８年９月６日にした

審決を取り消す 」との判決。

第２ 事案の概要

原告の有する下記１(1)の特許 以下 本件特許 という について 下記１(2)（ 「 」 。） ，

のとおり，被告が無効審判請求をしたが，特許庁は「本件審判の請求は，成り立た

ない 」との審決（以下「前審決」という ）をしたので，被告が同審決の取消しを。 。

求める訴え（以下「前訴」という ）を提起したところ，知的財産高等裁判所は同。

審決を取り消す旨の判決を言い渡し，この判決は確定した。そこで，特許庁は，被

告の無効審判請求につき，更に審理し，原告の請求に係る訂正を認めた上，本件特

許を無効とする旨の審決をした。本件は，原告が同審決の取消しを求める事案であ

る。
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１ 特許庁等における手続の経緯

(1) 本件特許（甲第１４号証）

特許権者：日本パーカライジング株式会社（原告）

発明の名称： 金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調「

整方法 （平成１８年５月２４日付け訂正請求により「金属のりん酸塩皮膜化成処」

理前の表面調整用前処理液」と訂正された ）。

出願日：平成９年３月７日（特願平９－５２１８１号）

登録日：平成１５年７月１８日

特許登録番号：第３４５１３３４号

(2) 本件手続等

審判請求日：平成１６年３月３１日（無効２００４－８０００２号）

前審決日：平成１７年２月２５日（ 本件審判の請求は，成り立たない 」との審「 。

決）

前訴提起日：平成１７年４月６日（平成１７年(行ケ)第１０４０６号）

前訴判決日：平成１８年２月２８日（ 特許庁が無効２００４－８０００２号事「

件について平成１７年２月２５日にした審決を取り消す 」との判決）。

訂正請求日：平成１８年５月２４日（以下「本件訂正」という ）。

審決日：平成１８年９月６日（ 訂正を認める。特許第３４５１３３４号の請求「

項１に係る発明についての特許を無効とする 」との審決）。

審決謄本送達日：平成１８年９月１８日（原告に対し）

２ 本件発明の要旨

審決が対象としたのは，本件訂正により訂正された後の請求項１に記載された発

（ 「 」 。 ， 。），明であり 以下 本件発明 という なお 上記訂正後の請求項の数は１個である

その要旨は，以下のとおりである。

「 請求項１】粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属【

のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものと，アルカリ金属塩もしくはアンモニウム
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塩またはこれらの混合物と，アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子と，を含有

し，ｐＨを４～１３に調整したことを特徴とする金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前

の表面調整用前処理液であって，前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の

平均粒径が０．５μｍ以下である，金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用

前処理液 」。

３ 審決の要旨

審決は，本件発明は，甲第１号証（欧州特許出願公開第１１７５９９号明細書。

１９８４年（昭和５９年）９月５日公開）に記載された発明に基づいて，当業者が

容易に発明することができたものであるから，本件特許は特許法２９条２項に違反

してされたものであり，同法１２３条１項２号により無効とすべきであるとした。

審決の理由中，無効理由（ （ 本件発明は，甲第１号証及び甲第２号証（米国ⅰ）「

特許第３３９５０５２号明細書。１９６８年（昭和４３年）７月３０日発行）に記

載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，本件特許

は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである 」との主張）について。

の判断に関する部分は以下のとおりである。なお，審決中の証拠番号は本訴におけ

るものと共通である。

(1) 甲第１号証記載の発明との対比

「甲第１号証には，りん酸塩処理に先立って化成反応を活性化させる成分を含有する水性前処

理浴により金属表面を前処理する方法において，モンモリロナイトを含む前処理浴を金属表面

に接触させる金属表面の前処理方法に係る発明が記載されており・・・，併せて，りん酸亜鉛

溶液によるりん酸塩処理に先立って，微細に分散させた第三級りん酸亜鉛を含む前処理浴を金

属表面に接触させることが記載されている・・・。

そして，当該前処理浴に含まれる「微細に分散させた第三級りん酸亜鉛」は，本件発明にお

，「 」ける 少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属りん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの

， ， ， 。に該当し そして 甲第１号証の前処理浴は 本件発明でいう表面調整用前処理液に相当する

してみれば，甲第１号証には，本件発明における 「少なくとも１種以上の２価もしくは３価，
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の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものを含有する，金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前

の表面調整用前処理液」が記載されているといえる。

同甲第１号証には，前処理浴のｐＨ値について，通常弱アルカリ性に調節し，殆どの場合約

７．１～１０とすることが記載され・・・，このｐＨ値は本件発明のｐＨ値（４～１３）と重

複している。

同甲第１号証には，アルカリ金属リン酸塩を含有させること・・・，及び，アルカリ金属の

オルトリン酸塩及びアルカリ金属の炭酸塩を添加すること・・・が記載されており，これらの

アルカリ金属リン酸塩，並びにアルカリ金属のオルトリン酸塩及びアルカリ金属の炭酸塩は，

本件発明の「アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物」におけるアルカ

リ金属塩に該当する。

一方，甲第１号証には，金属のりん酸塩粒子の粒径を「５μｍ以下」とする点，前処理液が

「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」を含有する点，及び，上記「アニオン性に帯電

し分散した酸化物微粒子」について 「平均粒径が０．５μｍ以下」とする点を明示する記載，

は見当たらない。

これを本件発明の特定事項と対応させると，本件発明は，

「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものと，

アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と，を含有し，ｐＨを４～１３

に調整したことを特徴とする金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」とした

点で，甲第１号証に記載されたものと重複，一致し，そして，以下の点で相違している。

（イ）本件発明では，りん酸塩粒子（すなわち 「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の，

金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの」の粒子）の粒径を「５μｍ以下」と特定してい

るのに対して，甲第１号証には，当該粒径に特定する記載が見当たらない点，

（ロ）本件発明では，前処理液が「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」を含有するの

に対して，甲第１号証には，当該成分を含有することの記載が見当たらない点，及び，

（ハ）本件発明では 「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について，その平均粒径，

を「０．５μｍ以下」としているのに対して，甲第１号証には，当該平均粒径の記載が見当た
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らない点 」。

(2) 相違点についての判断

「相違点（イ）について

まず，上記粒径に関する本件出願当時の技術水準について検討する。

（ａ）甲第１号証中で従来技術として引用されたドイツ連邦共和国特許第１５２１８８９号明

細書・・・には，次の記載がある。

(a-1)「１．鉄と鋼のりん酸塩化成処理法において，処理材の表面を難溶性２価りん酸塩の

水性懸濁液と接触させる方法であって，表面をアルカリ処理及び／又は酸処理した後に，りん

酸マンガン処理液によるりん酸塩化成処理の前処理として，少なくとも一部がヒューリオライ

トからなる難溶性オルトりん酸マンガン(II)の微細に分散した水性洗浄液を用いることを特徴

とする方法 （特許請求の範囲の請求項１，第１欄第１段落）。」

(a-2)「６．難溶性りん酸塩として少なくとも一部は５μｍ以下の粒径の難溶性りん酸塩を

使用することを特徴とする特許請求の範囲１ないし５のりん酸塩化成処理法 （特許請求の範。」

囲の請求項６，第１欄第６段落）

(a-3)「オルトりん酸マンガン(II)の活性作用は，更にその粒径に依存し，かつその粉砕度

が増すにつれ活性作用も高まる。例えば，約５０％が粒径３．５μ以下であり，かつその粒径

範囲の約９０％が３０μ以下であるオルトりん酸マンガン(II)を用いた場合に極めて好ましい

結果が得られた （第３欄第２段落）。」

（ｂ）本件出願前公開された英国特許第１１３７４４９号明細書（１９６８年１２月１８日公

開）には，次の記載がある。

(b-1)「１．鉄またはスチールの表面上におけるりん酸マンガン皮膜の形成方法であって，

前記表面は，前記表面を充分に湿らせる程度の時間，微細化不溶性オルトりん酸マンガン(II)

の水溶性懸濁液により処理され，前記処理された表面は，従来の酸性りん酸マンガンコーティ

ング水溶液によりリン酸塩処理される，りん酸マンガン皮膜の形成方法 （特許請求の範囲の。」

請求項１，第４頁左欄第１段落）

(b-2)「４．オルトりん酸マンガンの粒子サイズは，前記オルトりん酸マンガンの５０質量
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％が３．５μｍ未満であり，かつ９０質量％が３０μｍ未満である，請求項１～３に記載のり

ん酸マンガン皮膜の形成方法 （特許請求の範囲の請求項４，同第４段落）。」

(b-3)「オルトりん酸マンガン(II)の粒子サイズは，できるだけ小さいものであるべきであ

る。オルトりん酸マンガンの５０％が３．５μｍ未満の粒子サイズを有し，かつ９０％が３０

μｍ未満である場合に，非常に良好な結果が得られる （第２頁左欄第１段落）。」

（ ） （ ）ｃ 本件出願前公開された特開昭５０－１５３７３６号公報 昭和５０年１２月１１日公開

には，次の記載がある。

(c-1)「1)鋼板又は亜鉛メッキ鋼板にリン酸塩処理を行なうに際して，リン酸塩処理液を空

気でアトマイジングして噴霧し鋼板又は亜鉛メッキ鋼板を処理することを特徴とするリン酸塩

皮膜形成法。

2)特許請求の範囲 1)に記載のリン酸塩処理の前工程として不溶性リン酸塩の水性コロイド液

を薄く表面に塗布した後該リン酸塩処理を行うことを特徴とするリン酸塩皮膜形成法 （特許。」

請求の範囲の請求項１及び２，第１頁左下欄）

(c-2)「前処理に使用される不溶性リン酸塩の水性コロイドとしては，リン酸亜鉛，リン酸

カルシウム等各種の不溶性リン酸塩が適当な分散剤を添加して水溶液中でコロイド化されたも

ので，取扱は容易で，安定性が非常によいものである。りん酸亜鉛皮膜を形成させる目的の場

合には，りん酸亜鉛（Ｚｎ (ＰＯ ) ・４Ｈ Ｏ）が最も効果が大である （第２頁右上欄第。」３ ４ ２ ２

２段落）

なお，コロイド粒子は，直径が０．００１ないし０．５μｍ程度の粒子である （ 岩波理化。「

学事典 第４版」岩波書店（昭和６２年１０月１２日 「コロイド」の欄参照 ）） 。

（ｄ）本件出願前公開されたドイツ連邦共和国特許出願公開第２７３２３８５号明細書（１９

７８年６月２９日公開）には，次の記載がある。

(d-1)「１００℃未満の温度において，りん酸マグネシウムを主成分とする５～１０のｐＨ

値を有する水性懸濁液を用いた処理がなされ，その際前記懸濁液は流動され，りん酸マグネシ

ウム濃度は０．１～１０ｇ／ｌの範囲であり，使用されるりん酸塩の粒子径は約５０μｍより

下であって，その際少なくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さいことが示されることを特
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， ， 。」徴とする 鉄及び鋼の りん酸マンガンを用いたりん酸化成処理前の活性化用の前処理方法

（特許請求の範囲の請求項１，第２頁第１段落）

(d-2)「前記懸濁液に含まれるりん酸マグネシウムの粒子径は約５０μｍよりも小さく，そ

の際少なくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さい粒子の大きさを有している。前記粒子径

が上記値を超えると，次の処理工程で得られる皮膜の品質が劣化し，粒子の９０％が５μｍよ

りも大きい粒子の大きさを有する場合における上記品質はもはや受け入れられるものではな

い （第８頁最終段落）。」

上記文献（ａ）～（ｄ）の記載事実について検討すると，上記文献（ａ （ｂ）のりん酸マ），

ンガン，上記文献（ｃ）のりん酸亜鉛及びりん酸カルシウム，上記文献（ｄ）のりん酸マグネ

， 。 ， （ ）シウムが いずれも２価の金属のりん酸塩であることは明らかである そして 上記文献 ａ

～（ｄ）の記載により認定できる事項によれば，本件出願当時，りん酸塩皮膜処理の前段階と

，「 」 ，して ２価もしくは３価の金属のりん酸塩 の粒子を含む処理液を利用する方法があること

その場合，前処理液中のりん酸塩の粒子の粒径が一定程度小さいものであることが望ましいこ

とは周知技術であり，また，上記りん酸塩皮膜化成処理によってりん酸亜鉛皮膜を形成するこ

と，及び，当該２価もしくは３価の金属のりん酸塩として亜鉛を含むものは周知技術であった

と認められ，そして，その際に，少なくとも一部の粒子の粒径が３．５ないし５μｍ以下であ

る場合に，良好な結果が得られることも周知技術であったと認めるのが相当である。

以上認定の周知技術を総合すると，本件出願当時 「２価もしくは３価の金属のりん酸塩で，

あって亜鉛を含むもの」の粒径を「５μｍ以下」とし得ることは技術常識であったものと認め

られる。したがって，この技術水準を前提とすれば，甲第１号証に接する当業者は，格別の思

考を要するまでもなく容易に，りん酸塩皮膜化成処理の前処理液に含まれる「２価もしくは３

価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの に該当するりん酸亜鉛の粒子について 微」 ，「

細に分散させた」との記載から，当該りん酸亜鉛の粒子の粒径を５μｍ以下のものを含むと理

解し得るのであるから，甲第１号証には，当該りん酸亜鉛の粒子が「５μｍ以下」のものを包

含した技術内容が記載されているというべきである。また，本件明細書の記載をみても 「５，

μｍ以下」と特定したことにより，当業者が予期し得ない格別の効果を奏したと認めることは
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できない。

以上のとおりであるから，本件出願当時の技術水準を参酌すれば，上記粒径に係る相違点

（イ）は，実質的な相違点を構成しないものであり，また，甲第１号証の記載及び周知事項に

基いて当業者が容易に想到できたことである。

相違点（ロ）について

「 」(ロ-1)モンモリロナイトないしベントナイトが アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子

に相当することは，被請求人も認めるところである （平成１７年（行ケ）第１０４０６号判。

決第２０頁「３ 取消事由３（相違点２の認定の誤り）について」参照 ）。

(ロ-2)ところで，酸化物とは 「最も広義には酸素と他元素の化合物を意味するが，一般に，

。」（「 」（ ） 「 」は酸素を酸化数－２の状態で含むものをいう 岩波 理化学辞典 株 岩波書店 酸化物

の欄）とされる。

モンモリロナイトは，Ａｌ Ｏ ・４ＳｉＯ ・６Ｈ Ｏなどと表されることもあり，また，２ ３ ２ ２

ベントナイトは Ｎａ－Ｃａモンモリロナイトであり モンモリロナイトの下位概念である 摘， ， （

記 B1-2 。また，特公平６－１０２７７７号公報中には，金属の複酸化物としてベントナイト）

が含まれることを前提とした記載があり，特開昭６４－１６８９４号公報中には，酸化物系層

， 。 ，状物質 層状酸化物鉱物としてベントナイトが挙げられていることが認められる そうすると

甲第１号証に接する当業者は，酸化物を広義にとらえ，モンモリロナイトないしベントナイト

を酸化物として認識するものと認められる。

また，モンモリロナイトは 「厚さ１ｎｍで大きさが数百～数千ｎｍの薄い板状粒子で，厚，

さの部分（端面）はｐＨに依存する電荷を有し，その等電点のｐＨはおよそ８程度である。端

面はｐＨ＜８で正電荷，ｐＨ＞８で負電荷を有する。また，面の部分はｐＨに左右されない負

の電荷を有している。したがって，安定した分散状体を得るためには，粒子全体が全て負電荷

。」（ 「 」になるようにしなければならない 平成１０年発行 日本レオロジー学会誌 Vol.26 No.2

第１００頁）とされるところ，甲第１号証中には 「前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリ性に，

調節し，殆どの場合，約７．１～１０とする ・・・との記載があるから，ｐＨが８以上のも。」

のを含むことは明らかであり，甲第１号証には，アニオン性に帯電しているモンモリロナイト
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の記載があるということができる。また，甲第１号証には 「ベントナイト等のモンモリロナ，

イトは前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要がある ・・・と記載されているのであ」

るから，甲第１号証には 「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」が記載されていると，

いうことができる。

以上のとおりであるから，本件出願当時の周知事項を参酌すれば，上記相違点（ロ）は，実

質的な相違点を構成しないものである。

相違点（ハ）について

まず 「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」の粒径に関する本件出願当時の技術水，

準について検討する。

上記「相違点（ロ）について」欄に記載したとおり，本件発明の「アニオン性に帯電し分散

した酸化物微粒子」は，モンモリロナイトないしベントナイトを包含するものである。

一方 （ａ ：甲第６号証（判決注：昭和４２年１月１５日株式会社技報堂発行の粘土ハンド， ）

ブック編集委員会編「粘土ハンドブック ）には，モンモリロナイトの分散状体における単位」

粒子の大きさについて，水に十分よく分散させたときの大きさが「０．０２～０．２μ」であ

ることが記載され・・・ （ｂ ：甲第７号証（判決注：平成６年１０月３０日技報堂出版株式， ）

会社発行の日本粘土学会編「粘土ハンドブック 第二版 ）には，ナトリウムモンモリロナイ」

ト，及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが「０．０２～０．２μ」であることが記載さ

れ・・・ （ｃ ：甲第８号証（判決注：平成３年９月１日株式会社朝倉書店発行の神保元二ら， ）

編「微粒子ハンドブック ）には，水中の微粒子について記載した「図３ 微粒子およびそれ」

と関連する物質・現象の諸特性」から，ベントナイトの水中での大きさが，約５ｎｍ～０．２

μｍ（すなわち，０．００５～０．２μｍ）であることが読み取れ・・・，また （ｄ ：甲第， ）

９号証（判決注：昭和５４年９月発行の「セメント・コンクリート」誌３９１号）には，ナト

， 「 ． ． 」リウムモンモリロナイト 及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが ０ ０２～０ ２μ

であること・・・が記載されている。

以上 （ａ）～（ｄ）の記載によれば，水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイ，

トの粒子の大きさが０．２μｍ以下であることは本件出願前周知の事項といえる。そして，こ
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れは本件発明の ０ ５μｍ以下 に包含されている また 本件発明では粒子の大きさを 平「 ． 」 。 ， 「

均粒径」で特定しているところ，本件明細書の記載をみても，本件発明の「平均粒径」と，上

記各甲号証における「単位粒子の大きさ （甲第６，７，９号証 ，ないし微粒子の「大きさ」」 ）

（甲第８号証）との間に実質的な相違があるとはすることはできず，また，本件発明で「平均

粒径」とした点により，格別の効果を奏したと認めることもできない。

以上のとおりであるから，本件出願当時の技術水準を参酌すれば，甲第１号証には 「アニ，

オン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について，その平均粒径を「０．５μｍ以下」とする

点が実質的に開示されていたものといえ，また，甲第１号証の記載及び周知事項に基いて当業

者が容易に想到できたことである。

したがって，上記粒径に係る相違点（ハ）は，甲第１号証に記載されたものとの実質的な相

違点を構成しないものであり，また，当業者が容易に想到できたことである。

以上のとおりであるから，本件出願当時の周知事項を参酌すれば，本件発明は，甲第１号証

に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができた発明であり，したがって，

特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。よって，本件発明についての

特許は，特許法第１２３条第１項第２号に該当し無効とすべきものである 」。

第３ 当事者の主張の要点

（ 「 」 。）審決による本件発明と甲第１号証に記載された発明 以下 引用発明 という

との一致点及び相違点の認定並びに相違点（イ）及び（ロ）についての判断は，当

事者間に争いがない。

本件の争点は，審決の相違点（ハ）についての判断が誤りであるかどうかという

点である。

１ 原告の審決取消事由（相違点（ハ）についての判断の誤り）

(1) 主張の要点

審決は，本件発明と引用発明との「相違点（ハ 」として 「本件発明では 『ア） ， ，

ニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子』について，その平均粒径を『０．５μｍ

以下』としているのに対して，甲第１号証には，当該平均粒径の記載が見当たらな
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い点」を認定し 「水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイトの粒子の，

大きさが０．２μｍ以下であることは本件出願前周知の事項」とした上で 「本件，

発明では粒子の大きさを『平均粒径』で特定しているところ，本件明細書の記載を

みても，本件発明の『平均粒径』と ・・・ 単位粒子の大きさ （甲第６，第７及， 『 』

び第９号証 ，ないし微粒子の『大きさ （甲第８号証）との間に実質的な相違があ） 』

るとはすることはできず，また，本件発明で『平均粒径』とした点により，格別の

効果を奏したと認めることもできない」から 「本件出願当時の技術水準を参酌す，

れば，甲第１号証には 『アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子』について，，

『 ． 』 ，その平均粒径を ０ ５μｍ以下 とする点が実質的に開示されていたものといえ

また，甲第１号証の記載及び周知事項に基いて当業者が容易に想到できたことであ

る 」と判断した。。

審決の判断の論理は次のとおりである。

①甲第１号証には 「ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできる，

だけ微細に分散される必要がある （訳文２頁２２～２３行）との記載がある。。」

②モンモリロナイトが微細に分散されれば，水中で当然に一次粒子となる。

③甲第６～第９号証には，水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイト

の粒子の大きさが０．２μｍ以下であるとの記載がある。

④したがって，できる限り微細に分散されたモンモリロナイト粒子の水中での大

きさは０．２μｍ以下になっている，というものである。

上記②の事項は，審決に明示的に指摘されてはいないが，②の事項を欠くとすれ

ば，①の事項と③の事項とを組み合わせる必然性がない。

しかし，②の事項については何の証拠も引用されていないばかりか，事実に反す

る。

また，そもそも，審決は 「水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイ，

トの粒子の大きさが０．２μｍ以下である」と認定したから，甲第１号証と甲第６

～第９号証を組み合わせることができると判断したのであり，ナトリウム・モンモ
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リロナイトあるいはモンモリロナイト含有粘土鉱物が一次粒子にまで分散し，その

すべての粒子の粒径が０．２μｍ以下とならない限り，審決は取り消されるべきで

ある。

なお，被告は，甲第６～第９号証には，水中に分散したモンモリロナイト又はベ

ントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であることは本件特許出願前に周知の

， 。事項であることが記載されていると主張するが 原告はこの点を争うものではない

しかしながら，甲第６～第９号証の上記記載はいずれもモンモリロナイト又はベン

トナイトの一次粒子の粒径についてのものであるところ，水溶液中で微細に分散す

れば，当然に一次粒子になるとの記載は見当たらず，微細に分散させたとしても，

一次粒子にまで分散される粒子の割合はごく一部であって，平均粒径は０．５μｍ

以下とならないのである。

(2) 甲第１５号証の記載

農業土木学会論文集第１３３号所収の岡山大学教授赤江剛夫（上記論文発行時は

滋賀県立短期大学教授。以下「赤江教授」という ）による「ｐＨ変化がベントナ。

イト・水系の分散・凝集および流動特性に及ぼす影響－ベントナイト・水系の分散

・凝集と流動特性（Ⅲ）－」と題する論文（甲第１５号証）によると，甲第１号証

にいう「モンモリロナイト含有粘土鉱物」で「モンモリロナイトの割合が大きく且

つ分散度の大きいもの」である「穂高印ベントナイト３００メッシュ （主要粘土」

鉱物はモンモリロナイトで，これに若干の不純物を含んだもの）を２時間振とうす

る方法で「できるだけ微細に分散」した場合，ｐＨの値にかかわらず，甲第６～第

． 。９号証で示されるような０ ２μｍ以下の粒径とはならないことが開示されている

被告は 「穂高印ベントナイト３００メッシュ」が不純物を含むことやその用途，

が建築・土木・農業用の用途に販売されていることを問題にするが，穂高印ベント

ナイト３００メッシュ」のモンモリロナイト含有量は５３％であって，甲第１号証

に記載された「モンモリロナイト含有粘土鉱物」ということができるし，甲第１号

証には用途について限定が加えられているわけでもない。
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(3) 実験結果

原告は，モンモリロナイトが微細に分散されれば，水中で当然に一次粒子になる

かどうかを確認するために，株式会社ホージュン社製「ベンゲルＡ （以下「ベン」

ゲルＡ」という ）及びクニミネ工業株式会社製「クニピア－Ｆ （以下「クニピア。 」

－Ｆ」という ）を試料として複数の実験を行ったが（甲第１８，第２２～第２５。

号証 ，いずれの実験においても，モンモリロナイトが当然に一次粒子になること）

は確認できなかったのみならず，ごく一部の例外を除いて平均粒径０．５μｍ以下

ともならなかったから 「モンモリロナイトが微細に分散されれば，水中で当然に，

一次粒子となる」ことを前提とする審決の判断は誤りである。

なお，被告は，乙第７号証の「ベンゲルＡ」を用いた実験において，平均粒径が

０．５μｍ以下に分散していることが確認されたと主張するが，同実験において粒

． ． 。径が０ ２μｍ以下となっていることが確認できるのは１１ ９６６％にすぎない

また，被告は乙第１３号証の実験により，平均粒径が０．２～０．２５μｍ程度

となったと主張するが，上記のとおり，原告の実験によれば，平均粒径０．５μｍ

以下にもなっておらず，被告の実験結果は信用できないし，この実験結果を前提と

しても，０．２μｍ以下となっている粒子の割合は極めて少ない。

乙第１４号証の実験は，粒径の測定について，極限粘度を測定するという，他と

まったく異なる測定方法が採用されており，不当である。

(4) 被告の反論への再反論

， 「 （ ）ア 被告は 甲第５号証の意見書に アルカリ性領域にある水溶液中 ｐＨ＞８

にＮａ－モンモリロナイトの希薄な水溶液を調整した場合，特段の操作をせずとも

当該モンモリロナイトは，膨潤して層間が大きく広がるため，熱運動により板状の

粒子が一枚一枚バラバラになった状態（一次粒子）で水溶液中に浮遊（分散）する

ことになる 」との記載があることや，乙第２，第４及び第５号証の専門家の意見。

書にも同趣旨の記載があることなどから 「甲第１号証の前処理浴程度の希薄な水，

溶液（ｐＨ＞８）において，当該水溶液中のＮａ－モンモリロナイトあるいはモン
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モリロナイト含有粘土鉱物（ベントナイト）は，容易に一次粒子にまで分散し，そ

の平均粒径が０．５μｍ以下となることは技術常識である」と主張し，他の論文に

も「モンモリロナイトが一次粒子にまで分散することが記載されている」と主張す

るが，上記(3)の原告の実験の結果に照らすと，上記各意見書や文献の記載は事実

に反し，被告の上記主張は失当である。

また，被告は上記主張の根拠として，乙第６号証の講演要旨集も挙げるが，同講

演要旨集からは，水中のＮａベントナイトの大きな塊が「崩壊」し，単に粉末状に

なって沈殿していることが判明するのみである。

イ 被告は，甲第１号証の「モンモリロナイト」について 「第一義的にはモン，

モリロナイトそのものを用いるべきことが開示されている 」と主張するが，甲第。

１号証には「モンモリロナイト含有粘土鉱物 「モンモリロナイトの割合が大きく」，

且つ分散度の大きいもの」と記載されており，不純物が含まれるものであることを

当然の前提としている。また，本件特許出願当時，全く不純物を含まないモンモリ

ロナイトは入手不可能であった。

ウ 被告は，甲第１号証にいう「モンモリロナイト含有粘土鉱物」で「モンモリ

ロナイトの割合が大きく且つ分散度の大きいもの」として，極めて高純度（ほぼ１

００％）のナトリウム・モンモリロナイトである「クニピア－Ｆ」を取り上げてい

， ， ，るが 甲第１号証の記載から このような極めて高純度のものを想起することには

無理がある。

(5) 結論

以上のとおり，モンモリロナイトの一次粒子の粒径自体は０．２μｍ以下である

としても，モンモリロナイトは，これが微細に分散されても水中で当然に一次粒子

となるものではないから，甲第１号証と一次粒子に関する文献である甲第６～第９

号証を組み合わせることには阻害要因があるというべきであり，これらを組み合わ

せて本件発明の進歩性を否定した審決の判断は誤りである。

２ 被告の反論
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(1) 反論の要点

原告は，審決が 「モンモリロナイトが微細に分散されれば，水中で当然に一次，

粒子となる」こと（原告の主張する②の事項）を当然の前提として判断していると

主張するが，②の事項の真否にかかわらず，審決の論理に瑕疵はなく，審決の認定

判断に誤りはない。

すなわち，甲第１号証には「前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要があ

る」との記載があるところ，甲第６号証には，モンモリロナイトについて「水に分

散させたときの形態は薄膜状であり，分散の悪いときは塊状」と記載されており，

かつ 「水に十分よく分散させたときの大きさ：０．０２μ～０．２μ」と記載さ，

れている。また，甲第７～第９号証にも一次粒子にまで分散したときの粒径が記載

されており，これらの記載はモンモリロナイトを一次粒子にまで分散させることが

可能である事実を当然の前提とするものである。甲第６～第９号証はいずれも当業

者の技術常識を端的に示すハンドブック類であり，当業者は，甲第１号証の「でき

るだけ微細に分散させる必要がある」との記載に，上記の「モンモリロナイトを水

によく分散させた場合の粒径は０．２μｍ以下である」という技術常識を容易に適

用することができる。

， （ 「 」 。） ， （ ）また 本件補正後の明細書 以下単に 本件明細書 という には 相違点 ハ

の「平均粒径が０．５μｍ以下」との数値限定に格別の効果あるいは臨界的意義が

あるとの開示は一切なく，このような数値限定に進歩性を認めることもできない。

したがって，相違点（ハ （平均粒径を０．５μｍ以下とすること）は甲第１号）

証に実質的に開示されているか，当業者は相違点（ハ）に係る構成とすることを容

易に想到できるのであり，原告のいう②の事項を前提としなくても，すなわち，モ

ンモリロナイトが水中で常に必ず一次粒子にまで分散するのか，それとも，条件に

よって一次粒子にまで分散しない場合もあり得るのかにかかわらず，審決の認定判

断に誤りはない。

(2) 甲第１５号証の記載について
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原告は 甲第１５号証に モンモリロナイト含有粘土鉱物を２時間振とうして で， ， 「

きるだけ微細に分散」しても，ｐＨの値にかかわらず，０．２μｍ以下の粒径とな

らない旨記載されていることから，これと異なる前提から相違点（ハ）の構成とす

ることを容易であると判断した審決は誤りであると主張する。

しかし，甲第１５号証において使用された試料（穂高印ベントナイト３００メッ

シュ は 建築・土木・農業等の用途に販売されているものであり 塗料を含むファ） ， ，

インケミカル（精密化学）分野を対象とする本件発明及び引用発明とは技術分野が

異なるものである。

甲第１５号証の測定結果については，その著者である赤江教授自身が見解書（乙

第２号証）において述べるとおり，多くの不純物を含む試料（穂高印ベントナイト

３００メッシュ）をそのまま測定した結果にすぎず，粒径の大きい不純物及びモン

モリロナイトの凝集体を含む測定結果であるから，モンモリロナイトあるいは純度

の高いモンモリロナイト含有粘土鉱物が，一次粒子にまで分散するか，分散した場

合にどの程度の粒径となるかという本件の争点について，何ら証拠価値を有するも

のではない。

ちなみに，穂高印ベントナイト３００メッシュにおけるモンモリロナイトの純度

はわずか５３％であり，モンモリロナイト表面の陽イオンの種類・割合も，Ｎａイ

オンはわずか４６％であり，膨潤度を抑制する二価の陽イオンであるＣａイオンが

４６％，Ｍｇイオンが５％も含まれており，Ｎａイオンは半分以下である事実が判

明している。

(3) 実験結果について

原告の甲第１８号証の実験は，ナトリウム・モンモリロナイト含有粘土好物は，

分散するのに少なくとも数時間はかかるにもかかわらず，ベンゲルＡ及びクニピア

－Ｆを１時間水中に放置した結果から，分散しないと結論付けたものであるほか，

モンモリロナイトの粒径の測定原理として，本件明細書に記載も示唆もないレーザ

回析／散乱式と呼ばれる方法を採用するなどの問題を有するものである。
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また，甲第２２，第２３号証の実験は，これらの実験で用いられた粒径の測定機

器が粒径分布図を出力し得るものであるにもかかわらず，粒径分布図の提出がない

こと，測定値の算出根拠が明らかでないことなどの問題がある。

さらに，甲第２４号証の実験は甲第２２号証の実験の，甲第２５号証の実験は甲

第２３号証の実験の，それぞれ再実験（追試）として行われたとされるものである

， ，が それぞれ先行する実験の測定結果と再実験の測定結果とが大きく乖離しており

原告の実験に再現性がないことを示している。

したがって，原告の行った各実験の結果については，いずれも信用することがで

きない。

他方，被告が，甲第１８号証の正確性を確認するため，ベンゲルＡを用いて行っ

た実験では，平均粒径が０．５μｍ以下に分散していることが確認された（乙第７

号証 。）

また，被告が，ベンゲルＡ及びクニピア－Ｆを用いて，甲第１号証の実施例１の

前処理浴におけるモンモリロナイトの分散状態の再現実験を行ったところ，これら

の平均粒径は，ベンゲルＡで０．１９～０．２２μｍ，クニピア－Ｆで０．２２～

０．２５μｍであった（乙第１３号証 。）

さらに，同様に，茨城大学准教授中石克也（以下「中石准教授」という ）が，。

ベンゲルＡ及びクニピア－Ｆを用いて，甲第１号証の実施例１の前処理浴における

ナトリウム・モンモリロナイトの分散状態の再現実験を行ったところ，ナトリウム

， ， ， ．・モンモリロナイトは 一次粒子にまで分散し その平均粒径は ベンゲルＡが０

， ． （ ）。１５μｍ クニピア－Ｆが０ １９μｍであることが確認された 乙第１４号証

(4) その他の意見書，文献等の記載について

（ ） （ ） ，ア 中石准教授 意見書作成時点の肩書は助教授 の意見書 甲第５号証 には

「Ｎａ－モンモリロナイトを含む希薄な水溶液（ｐＨ＞８）において，当該モンモ

リロナイトは，一次粒子にまで分散し，その平均粒径が０．５μｍ以下となること

は，１９５０年代半ばの Norrish の研究以降多数の研究によって証明されており，
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日本粘土学会をはじめ広く認められている異論のない科学的結論である」との見解

が示されている。

これと同趣旨のことは，中石准教授の再度の意見書（乙第４号証）でも示されて

， （ 。 「 」いるほか 九州大学助教授和田信一郎 肩書は意見書作成当時 以下 和田助教授

という ）の意見書（乙第５号証）にも記載されており，甲第１５号証の著者であ。

る赤江教授の見解書（乙第２号証）にも 「一般に高純度のモンモリロナイトを水，

に分散した場合，ｐＨが９以上，多価のカチオンの濃度が低く，モンモリロナイト

， ， ， 。」の濃度が低い場合 定性的には 膨潤し 一次粒子にまで分散するといわれている

と記載されているなど，異論の余地がない。

また，乙第６号証（第４５回粘度科学討論会講演要旨集）には，Ｎａベントナイ

トが希薄な溶液（＜０．００１Ｎ）において数時間以上掛けて分散することが記載

されている。

さらに，モンモリロナイトが希薄な水溶液中で一次粒子に分散することは，乙第

８～第１２号証に示されるように多くの文献や論文に記載されており，技術常識で

ある。

イ 甲第１号証には，第一義的には有効成分であるモンモリロナイトそのものを

用いるべきことが開示されている。原告は，モンモリロナイト含有粘土鉱物のみに

ついて，分散しないことがあり得ることを主張・立証しようとするが，これによっ

ては，モンモリロナイトそのものに関する周知の技術常識を否定する理由とはなり

得ない。

ウ 我が国においてモンモリロナイト含有粘土鉱物を製造する主要なメーカー

は，クニミネ工業株式会社と株式会社ホージュンの２社であるところ，甲第１号証

の「モンモリロナイトの割合が大きく」との記載に従って両者の製品から比較的純

度の高い製品を選び分散させた場合，その平均粒径は０．５μｍ以下となるのであ

る。

(5) 結論
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当業者にとって，甲第１号証における，モンモリロナイトは「できるだけ微細に

分散させるべき」との開示と，技術常識である「モンモリロナイトを水中で十分に

分散させた場合の粒径が０．２μｍ以下になること （甲第６～第９号証）を組み」

合わせれば，相違点（ハ）に係る構成とすることは容易であり，モンモリロナイト

が水中で当然に一次粒子にまで分散するものか否かにかかわらず，審決の事実認定

及び論理に何らの誤りはなく，審決を取り消すべき理由はない。

第４ 当裁判所の判断

１ 審決の論理

(1) 審決は，本件発明と引用発明との相違点（ハ）に関し 「本件発明の『アニ，

オン性に帯電し分散した酸化物微粒子』はモンモリロナイトないしベントナイトを

包含するものである」ことを前提として，その粒径に関する本件特許出願当時の技

術水準について検討し，甲第６号証（昭和４２年１月１５日株式会社技報堂発行の

粘土ハンドブック編集委員会編「粘土ハンドブック ，第７号証（平成６年１０月」）

３０日技報堂出版株式会社発行の日本粘土学会編「粘土ハンドブック 第二版 ，」）

第８号証（平成３年９月１日株式会社朝倉書店発行の神保元二ら編「微粒子ハンド

ブック ）及び第９号証（昭和５４年９月発行の「セメント・コンクリート」誌３」

９１号）の各記載から 「水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイトの，

粒子の大きさが０．２μｍ以下であること」を本件特許出願前において周知の事項

と認定した。

その上で，これが本件発明の「０．５μｍ以下」に包含されており，本件発明に

おいて粒子の大きさを 平均粒径 で特定した点について 甲第６～第９号証が 単「 」 ， 「

位粒子の大きさ」又は微粒子の「大きさ」としていることとの間に実質的な相違が

あるとすることはできず，本件発明で「平均粒径」とした点により，格別の効果を

奏したと認めることもできないから，甲第１号証には 「アニオン性に帯電し分散，

した酸化物微粒子」であるモンモリロナイト又はベントナイトについて，その平均

粒径を「０．５μｍ以下」とする点が実質的に開示されていたか，甲第１号証の記
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載及び周知事項に基づいて当業者が容易に想到できたといえるとした。

すなわち，審決は，相違点（ハ）が実質的に相違点を構成しないとしたほかに，

甲第１号証に記載された発明（引用発明）に，甲第６～第９号証の記載によって認

定し得る周知事項を適用することにより，相違点（ハ）に係る本件発明の構成とす

ることが容易になし得ると判断したものと解することができる。

(2) 原告は，審決の相違点（ハ）についての判断は 「モンモリロナイトが微細，

に分散されれば，水中で当然に一次粒子となる」ことを前提としており，このこと

， ，が認められない限り 引用発明に周知事項を適用することには阻害要因があるから

審決は取り消されるべきであると主張する。

しかしながら，審決は，甲第６～第９号証に，モンモリロナイトの分散状態にお

ける単位粒子の大きさについて 「水に十分よく分散させたときの大きさ：０．０，

２～０．２μｍ」との記載（甲第６号証 ，地盤中の主な粘土鉱物の一般性状とし）

て，ナトリウム・モンモリロナイト及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが

「０．０２～０．２μ」であるとの記載（甲第７号証 ，水中の微粒子について記）

載したものとして，ベントナイトの大きさが，約５ｎｍ～０．２μｍであるとの記

載（甲第８号証）及び地盤中の主な粘土鉱物の一般性状として，ナトリウム・モン

モリロナイト及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが「０．０２～０．２μ」

であるとの記載（甲第９号証）があることから，上記(1)のとおり 「水中に分散し，

たモンモリロナイトないしベントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であるこ

と を本件特許出願前において周知の事項と認定したのであり これらの文献に 単」 ， 「

位粒子」との表現があるからといって，原告が主張するように「モンモリロナイト

が微細に分散されれば，水中で当然に一次粒子となる」ことを論理的な前提として

いるものと理解することはできないから，この点についての原告による審決の理解

は正当なものではない。

もっとも，原告は 「被告は，甲第６～第９号証には，水中に分散したモンモリ，

ロナイト又はベントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であることは本件特許



- 21 -

出願前に周知の事項であることが記載されていると主張するが，原告はこの点を争

うものではない。甲第６～第９号証の上記記載はいずれもモンモリロナイト又はベ

ントナイトの一次粒子の粒径についてのものであるところ，水溶液中で微細に分散

， ， ，すれば 当然に一次粒子になるとの記載は見当たらず 微細に分散させたとしても

一次粒子にまで分散される粒子の割合はごく一部であって，平均粒径は０．５μｍ

以下とならないのである 」とも主張している。そして，原告の当該主張は，水溶。

液中に微細に分散させたモンモリロナイトないしベントナイトが一次粒子となるか

どうかの点を捨象すれば（上記のとおり，モンモリロナイトが一次粒子となること

が，審決の判断の前提となるものではない ，モンモリロナイトないしベントナイ。）

トを水溶液中に微細に分散させたとしても，その平均粒径は０．５μｍ以下となら

ず，したがって，引用発明に，審決の認定に係る「周知事項」を適用することによ

り 「平均粒径が０．５μｍ以下」であるとの相違点（ハ）に係る本件発明の構成，

とすることができるとする審決の判断が誤りであるとの趣旨の主張と解することが

できる。

， ， ， 。そこで 以下 原告の主張を上記のとおりのものとして この点につき検討する

２ 甲第１号証の記載事項

(1) 甲第１号証には以下の記載がある。

「本発明の目的は ・・・付加的にモンモリロナイトを含む前処理浴に金属表面を接触させる，

ように構成することにより達成される。特に，モンモリロナイト含有粘土鉱物を使用すること

ができ，モンモリロナイトの割合が大きく且つ分散度の大きいものが特に効果的である。とり

わけ水中で膨潤可能な層状モンモリロナイトのうちのベントナイトが特に効果的である。

ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要があ

る。

従って，膨潤度の大きいナトリウム－ベントナイトの使用が好ましい。前処理浴のモンモリ

ロナイト含有量又はベントナイト含有量は広範囲に亘って選択可能である。特に，０．０１～

１０ｇ／ｌの量のモンモリロナイトを含有する前処理浴に金属表面を接触させることが好まし
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い。

・・・前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリに調節し 殆どの場合 約７ １～１０とする 訳， ， ． 。」（

文２頁１７行～３頁７行）

(2) 上記(1)の記載によれば，甲第１号証には，引用発明に係る前処理浴で使用

， ，されるモンモリロナイトは 前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要があり

そのために，前処理浴で使用されるモンモリロナイト含有粘土鉱物については，モ

ンモリロナイトの割合が大きく，かつ，分散度の大きいもの，とりわけ水中で膨潤

可能な層状モンモリロナイトのうちのベントナイト（特に膨潤度の大きいＮａ－ベ

ントナイト）が望ましいことが開示されているほか，前処理浴中の条件に関して，

「 ， ． 」， ， ．前処理浴のモンモリロナイト含有量は ０ ０１～１０ｇ／ｌ すなわち ０

００１～１重量％が好ましく 「前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリに調節し，殆，

どの場合，約７．１～１０とする」ことが開示されていると認められる。

３ 公知文献の記載

(1) 審決が認定するとおり，甲第６号証には，表２・６（４８～４９頁）中に，

モンモリロナイトに係る「分散状体における単位粒子の大きさ」として 「水に十，

分よく分散させたときの大きさ：０．０２～０．２μ」との記載があり，甲第７号

証には，表５．７（１０９５頁）中に，ナトリウム・モンモリロナイト及びモンモ

リロナイトに係る「単位粒子の大きさ」として，いずれも「０．０２～０．２μ」

との記載（モンモリロナイトについては「同上」と記載されているが 「０．０２，

～０．２μ」の趣旨である ）があり，甲第８号証には，水中の微粒子等に関する。

諸特性を示した図３ ４２３頁 に ベントナイトの大きさが約５ｎｍ～０ ２μｍ（ ） ， ．

であることが図示されており，甲第９号証には，地盤中のおもな粘土鉱物の一般性

状を示した表１（１２頁）中に，ナトリウム・モンモリロナイト及びモンモリロナ

イトに係る「単位粒子の大きさ」として，いずれも「０．０２～０．２μ」との記

載（モンモリロナイトについては「同上」と記載されているが 「０．０２～０．，

２μ」の趣旨である ）がある。。
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そして，これらの記載によると 「水中に分散したモンモリロナイトないしベン，

トナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であること」が，本件特許出願当時，周

知の事項であったものと認められる。

(2) この点につき，原告は，モンモリロナイト含有粘土鉱物であって，モンモリ

ロナイトの割合が大きく，分散度が高い，株式会社豊順鉱業製の「穂高印ベントナ

イト３００メッシュ」を，できるだけ微細に分散した場合にも，甲第６～第９号証

で示されるような０．２μｍ以下の粒径とはならないことが，甲第１５号証（農業

土木学会論文集第１３３号所収の赤江教授による「ｐＨ変化がベントナイト・水系

の分散・凝集および流動特性に及ぼす影響－ベントナイト・水系の分散・凝集と流

動特性（Ⅲ）－」と題する論文）に開示されていると主張する。

しかるところ，甲第１５号証には，以下の記載がある。

「試料粘土には ・・・(株)豊順鉱業製，穂高印ベントナイト３００メッシュを用いた。主要，

粘土鉱物はモンモリロナイトで，これに若干の不純物を含んでいる ・・・分散剤としてヘキ。

サメタリン酸ナトリウム（ＨＭＰ）を用いて，ピペット法で粒径分析を行うと，２μｍ以下の

画分が約８０％を占めた。交換性陽イオンは，ほとんどＮａで占められる （５１頁右欄下か。」

ら２行～５２頁左欄５行）

「５００ｃｍ 振とう瓶中に風乾ベントナイト５．０ｇを入れ，これに蒸留水２５０ｃｍ を３ ３

加え，２時間振とうする。これに，必要量の０．１ mol/dm のＨＣｌまたはＮａＯＨ溶液と蒸３

留水を加えて，５００ｃｍ のサスペンジョンを作成した。ゴム栓をして，２０℃±１℃の恒３

温室中に２日間平衡させた。５０μｍ，２０μｍ，１０μｍ，５μｍ，２μｍストークス粒径

画分をピペットで採取し，重量法で測定した。振とう瓶中の残液のｐＨをガラス電極法で測定

した （５２頁左欄２０行～２７行）。」

「各粒径画分の存在割合とｐＨの関係を Fig.3 に示す ・・・Fig.3 によるとｐＨ９以上で，そ。

れ以下では認められなかった２μｍ以下の画分が増大し，４３％に達している。また，ｐＨ８

以上では１０μｍ以上の粒径画分も増大し３０％を占める。ｐＨ６．５～８では，２～５μｍ

が主要な粒径であり，ｐＨ６以下になると，１０～２０μｍ画分が主要な粒径となる （５３。」
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頁右欄９行～１８行）

以上の各記載によると 「穂高印ベントナイト３００メッシュ」は，１重量％程，

度の濃度のサスペンジョン（懸濁液）中で，ｐＨ９以上のとき，粒径２μｍ以上の

粒子が５７％を占める状態となっていたことが認められる。

しかしながら，２００６年８月現在の「ホージュン ベントナイト 穂高」のカ

タログ 甲第１６号証 被告従業員作成の報告書 乙第１号証 及び株式会社ホー（ ）， （ ）

ジュンの応用粘土科学研究所長の報告書 乙第３号証 によれば 株式会社ホージュ（ ） ，

ン（旧商号・株式会社豊順鉱業）は，昭和３５年以前から 「ホージュン ベント，

ナイト 穂高」の商品名でベントナイトを販売しており，甲第１５号証に記載され

「 」 ，「 」た 穂高印ベントナイト３００メッシュ は ホージュン ベントナイト 穂高

のことであること 「ホージュン ベントナイト 穂高」は，販売当初から製造方，

法を変更しておらず，そのモンモリロナイト含有量は５３％であり，Ｎａの浸出カ

チオン量は８８ ７ meq/100g 浸出カチオン量全体に占める割合は４６％ であっ． （ ）

て，主に，建材，釉薬，農薬などの分野において，造粒材，増量材，粘結材などと

して使用されるものであることが認められる。

また，甲第１５号証の論文の著者である赤江教授の見解書（乙第２号証）には，

甲第１５号証の論文に関し，以下の記載がある。

「１．使用した試料のベントナイト・・・について 本論文の全ての実験に使用した試料とそ

の精製については，(株)豊順鉱業製のベントナイトである穂高印ベントナイト３００メッシュ

・・・を，そのまま試料として使用したとの理解でよい ・・・２．Fig3 の粒径に示された試。

料の粒径について 一般に高純度のモンモリロナイトを水に分散した場合，ｐＨが９以上，多

価のカチオンの濃度が低く，モンモリロナイトの濃度が低い場合，定性的には，膨潤し，一次

粒子にまで分散するといわれている。Fig3 に示された粒径は，１の試料をそのまま測定したも

のであり，不純物や凝集体（フロック）の粒径を含むものである。分散状態にあれば，粒径は

もっと小さいはずである（一般に０．２μｍ以下といわれている ・・・」。）

そうすると，甲第１５号証記載のベントナイトである「穂高印ベントナイト３０
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０メッシュ （正しくは 「ホージュン ベントナイト 穂高 ）は，モンモリロナ」 ， 」

イトの含有量が５３％にすぎず，多くの不純物や凝集体（フロック）を含んでいる

ものであるところ，甲第１５号証において，ｐＨ９以上のときに，粒径２μｍ以上

の粒子が５７％を占めるとされたのは，モンモリロナイトだけでなく，相当量の不

純物や凝集体を含んだ状態で粒径の測定を行ったためであるものと認められる。

したがって，上記(1)の「水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイト

の粒子の大きさが０．２μｍ以下であること」が，本件特許出願当時，周知の事項

であったとの認定が，甲第１５号証の記載により左右されるものではない。

(3) なお，上記のとおり，モンモリロナイトが一次粒子となることが，審決の判

断の前提となるものではないが，念のため，この点について公知文献の記載を検討

すると，以下のとおりである。

ア 乙第８号証（平成３年４月１日株式会社朝倉書店発行の清水晴雄著「粘土鉱

物学－粘土科学の基礎－ （初版第３刷 ）には次の記載がある。」 ）

「スメクタイトを水中に浸したときには，層間には多量の水が入り，２：１層は１枚ずつはが

れて分離する．しかし，水に塩類などが溶けていれば，その濃度に応じて層間はある距離を保

つ（電解質濃度の平方根に逆比例する ．ＮａあるいはＬｉを交換性陽イオンにもつモンモリ）

ロナイトの場合には，水中で４０Åから１３０Å程度までの平均層間距離が測定されている．

これは粘土が水中で層間に水を吸って膨れた，すなわち膨潤（swelling）した状態であり，２

：１層葉片の平行な配列が乱れてくると，後述の分散状態に移行する （43 頁末行～ 44 頁６．」

行）

「微粒の粘土は多量の水に混ぜると泥水となり，浮遊懸濁して沈みにくくなる．この状態を分

散あるいは解膠（かいこう，dispersion，deflocculation）といい （47 頁 22 ～ 23 行）」

「粘土粒子が水に懸濁したときの挙動は・・・基本的には・・・電気二重層（electrical

double layer）にもとづいた理論によって説明される ・・・水中（水溶液中）での電荷分布．

を模式的に示せば・・・粒子の表面には負電荷があり，これを取り巻いていて外側に陽イオン

圏がある．すなわち，負と正の電荷からなる二重層を形成している ・・・一般に，粘土粒子．
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の分散をはかることは電気二重層の厚さ 拡がり を増すことに帰着する そのためには (1)（ ） ． ，

溶液のイオン濃度をできるだけ小さくすること，(2)溶液中のイオンを，電荷が低くて水和度

が高い，すなわち粒子表面に接近しにくく厚い二重層を作るイオン（１価のＮａ など）にす
＋

ることが必要である．また，(3)端面などの変異電荷に対しては，一般に，溶液のｐＨをアル

カリ性に調節して正の帯電を防ぎ，粒子表面の負電荷を増大させることも，二重層を厚くする

のに役立つ．これらの点から，分散をよくするための分散剤（解膠剤）としては，１価陽イオ

ンの水酸化物が有効で，ＮａＯＨ，ＮａＣＯ ，珪酸ナトリウム，ヘキサメタリン酸ナトリウ３

ム（(ＮａＰＯ ) ，商品名カルゴン）などが用いられる （48 頁４行～ 49 頁７行）３ ６ ．」

また，乙第９号証（昭和５５年１１月１０日株式会社講談社発行の須藤俊男ら編

「粘土鉱物の電子顕微鏡写真図譜 ）には，以下の記載があるほか 「表１．１ 粘」 ，

土鉱物分類表 （５～６頁）に 「スメクタイト」の種の一つとして「モンモリロナ」 ，

イト」が挙げられている。

「２：１層型に属する主な粘土鉱物には・・・スメクタイト・・・などがあり （４頁５～６」

行）

「Ｎａ－モンモリロナイトでは，水の含有量の増加に伴って著しく膨潤し，各層が完全に剥離

するようになる（Norrish，1954 （８頁２４～２５行 。）．」 ）

乙第８，第９号証のこれらの記載によれば，スメクタイトは，これを水中に浸す

と層間に多量の水が入り，１枚ずつはがれて分離すること，スメクタイトの一種で

あるモンモリロナイトにおいても，水の含有量の増加に伴い，膨潤を経て，各層が

完全に剥離し，分散状態に移行すること，その際，分散をよくするための分散剤と

して，ＮａＯＨなどが用いられることが認められる。

イ 乙第１０号証（１９６０年（昭和３５年）１２月発行の「THE JOURNAL OF

CHEMICAL PHYSICS」３３巻６号所収の Robert Hight, Jr.らによる「Small Angle

X-ray Scattering Study of Sodium Montmorillonite Clay Suspensions（小角Ｘ線

散乱法によるナトリウム－モンモリロナイト粘土分散液の研究 」と題する論文））

には，以下の記載がある。
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「この研究で用いた粘土は，ワイオミングベントナイトで，天然の粘土鉱物であるモンモリロ

ナイトのほとんど純粋な形のものである （訳文４～５行）。」

「沈殿物を希釈し，１１０℃で一晩乾燥させた粘土の重量％にもとづき計算される，所望の濃

度に調製した。濃度検定をしたところ，３種の画分それぞれの２．０００，１．０００，０．

５００重量％濃度のサンプル，合計９種のすべてについて，望んでいたより平均で０．０２２

％少なく平均±０．００３％誤差があった （訳文８～１１行）。」

「小角散乱により決定した厚さの平均値が，単一粒子のｃ方向の距離にほぼ等しかったことか

ら，粒子のほとんどは単一粒子の厚さで存在しているに違いない （訳文１５～１７行）。」

以上の記載によると，乾燥させたベントナイトから濃度２重量％，１重量％又は

０．５重量％の分散液を調製して小角Ｘ線散乱法で粒子の厚さを測定した結果は，

単一粒子の厚さであったことが認められる。

ウ 乙第１１号証（１９６８年（昭和４３年）発行の「ISRAEL JOURNAL OF

CHEMISTRY」同年６号所収の I. Shainberg らによる「SIZE AND SHAPE OF

MONTMORILLONITE PARTICLES SATURATED WITH Na/Ca IONS (INFERRED FROM VISCOSITY

AND OPTICAL MEASUREMENTS)（Ｎａ/Ｃａイオンで飽和されたモンモリロナイト粒子

の大きさと形状(粘度及び光学的測定による結論) 」と題する論文には，以下の記）

，「 」（ ）載があるほか TABLE Ⅰ. Average number of Platelets in a tactoid ２５７頁

には，Ｎａ が６０％のときの凝集体中の単位粒子の平均数が１．０であることが＋

示されている。

「ナトリウムモンモリロナイトの膨潤は低角Ｘ線回折法[1]や粘土ペーストの膨潤圧[2]により

研究されているが，これらの結果により，電解質濃度の低い水溶液においては，粒子が単一の

板として存在することが示されている。板と板との間の距離は拡散二重層の力によって決定さ

れる。また負吸着の研究により，ナトリウムモンモリロナイト粒子は懸濁状態では単位粒子と

して存在することが明らかにされている （訳文５～９行）。」

「懸濁液は，所定の重量のＭ－粘土を５０ ml の蒸留水に添加することで調製した。当該調製

， 。 ， ， ． ， ． ，では 磁石式攪拌器を使用した Ｍ－粘土の分散液の濃度は それぞれ ０ ０５ ０ １０
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． ， ． 。」（ 。 ，「 」 「 ］ ，０ １５ ０ ２０ g/100ml であった 訳文１１～１４行 なお Ｍ－粘土 の Ｍ は

ナトリウムイオン又はカルシウムイオンを意味する。２５４頁１４行かっこ書き）

「 ， 。」（ ）凝集体中の単位粒子の平均数は 式(4)で計算され表１にまとめられている 訳文１７行

「 （ ） ，交換性イオン中への更なるＮａイオンの導入 １０－１５％のＮａイオンを超えて により

凝集体は破壊される。一次粒子は，吸着したＣａイオンの５０％がＮａイオンに交換されたと

き，完全に分離する （訳文２１～２３行）。」

以上の記載によると，Ｎａ/Ｃａイオンで飽和されたモンモリロナイト粒子を蒸

留水に添加して濃度０．０５，０．１０，０．１５，０．２０重量％の懸濁液を調

製し，凝集体中の単位粒子の平均数を計算で求めた結果が，Ｎａ の割合の大きい＋

もので１．０，すなわち単位粒子１個ずつで存在しており，また，Ｃａイオンで飽

和されたモンモリロナイト粒子はそのＣａイオンをＮａイオンで交換していくと凝

集体が破壊して一次粒子になることが認められる。

エ 乙第１２号証（１９８０年発行の G. W. Brindley ら編「CRYSTAL STRUCTURES

OF CLAY MINERALS AND THEIR X-RAY IDENTIFICATION （粘土鉱物の結晶構造とＸ線に

よる同定 ）には，以下の記載がある。）」

「ナトリウムモンモリロナイトとリチウムモンモリロナイトについては，Norrish（1954）や

Foster ら（1955）が，水分含量の増加とともに個々の層が完全に解離することを示している。

Norrish（1954）は，徐々に濃度を下げた塩水溶液にモンモリロナイトの小さな板を浸漬し，

長周期のＸ線カメラを使って間隔の変化を調べた。ナトリウム粘土での彼の結果を図３．５に

示している。間隔は，最初２０オングストローム（Å）に達するまでは，水分子の構成する種

々の構造に対応して不連続的に増加するが，その後は徐々に増加し （訳文４～９行）」

以上の記載によると，ナトリウムモンモリロナイトとリチウムモンモリロナイト

は水分含量が増加すると個々の層が解離することが認められる。

オ まとめ

乙第８～第１２号証の上記各記載によれば，モンモリロナイト，特にナトリウム

，（ ． ， ． ，モンモリロナイトは 乙第１０号証においては濃度０ ５重量％ １ ０重量％
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． ， ． ， ． ， ．乙第１１号証においては濃度０ ０５重量％ ０ １重量％ ０ １５重量％ ０

２重量％の）懸濁液中で，そのほとんどが一次粒子（単位粒子）にまで分散するこ

とが認められる。

４ 被告の実験についての検討

本件においては，原告から，モンモリロナイトを微細に分散させた場合に，その

粒径が０．５μｍ以下となるかどうかについて，複数の実験結果に係る報告書（甲

第１８，第２１～第２５号証）が提出されているので，以下，これらの実験結果に

ついて，検討する。

(1) 原告による実験の内容及び結果

ア 甲第１８号証の実験

試料：ベンゲルＡ，クニピア－Ｆ

溶媒：純水を水酸化ナトリウムでｐＨ８．５及び１０．５に調整

分散方法：①特段手を加えないで放置，②ホモジナイザー（特殊機化工業社製

Ｔ．Ｋ．オートホモミクサーＭ型）により 8000rpm で０．５時間，１時間又は１．

５時間攪拌

濃度：分散方法①において，溶媒１５０ｍｌに試料１ｇを投入，分散方法②にお

いて，溶媒３００ｍｌに試料０．６ｇを投入

計測装置：堀場製作所製ＬＡ－９２０

計測結果：分散方法①で１時間経過時に均一に分散することはなかった。

分散方法②で１．５時間後の算術平均径は下表のとおり（単位はμｍ）

ｐＨ８．５ ｐＨ１０．５

ベンゲルＡ 約１．５ 約１．５

クニピア－Ｆ 約１．４ 約１．３

イ 甲第２１号証の実験

試料：クニピア－Ｆ
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溶媒：純水に希薄な水酸化ナトリウム水溶液を加えてｐＨ９．０に調整

分散方法：特段手を加えないで２４時間放置

濃度：溶媒１５０ｍｌに試料０．３ｇを添加

計測結果：目測で２４時間後にビーカー底部に濃縮

ウ 甲第２２，第２４号証の実験（甲第２４号証の実験は甲第２２号証の実験の

再実験）

試料：ベンゲルＡ，クニピア－Ｆ

（ ．溶媒：純水を水酸化ナトリウムでｐＨ９に調整 甲第２２号証：攪拌中にｐＨ８

０以下となった場合は，水酸化ナトリウム水溶液でｐＨ９．０近傍に調整，甲第２

４号証：攪拌中に５～１０分ごとにｐＨメーターでｐＨを確認し，常にｐＨ８．５

～１０．０の間を保つようにした ）。

分散方法：ホモジナイザー（アの実験と同様）により 8000,4000,2000rpm で１．

５時間攪拌

濃度：溶媒３００ｍｌに試料０．６ｇを添加

計測装置：堀場製作所製ＬＡ－９２０，大塚電子製サブミクロンアナライザーＰ

ＡＲ－Ⅲ

計測結果①（甲第２２号証 ：下表のとおり（単位はμｍ 。なお，メディアン径） ）

の測定に係る甲第２３号証において，甲第２２号証の測定結果と対比していること

（甲第２３号証２頁表１）にかんがみて，甲第２２号証においてもメディアン径を

測定したものと推認される。また，ＬＡ－９２０に係る結果は体積基準（測定した

全粒子の総和体積の中で，各粒径のものがどれだけの体積を占めるかを示すもの）

によって算出したものであり（甲第２４号証２頁４行参照 ，ＰＡＲ－Ⅲに関して）

は，特に換算に関する記載がないことに照らして，散乱光の測定による散乱強度に

よって算出した数値であるものと推認される。

ベンゲルＡ
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ＬＡ－９２０ ＰＡＲ－Ⅲ

8000rpm １．５１ ０．５７

4000rpm １．９５ ０．８１

2000rpm ２．７４ ０．９５

クニピア－Ｆ

ＬＡ－９２０ ＰＡＲ－Ⅲ

8000rpm １．３５ ０．５２

4000rpm １．６６ ０．６５

2000rpm １．８１ ０．７１

計測結果②（甲第２４号証 ：下表のとおり（単位はμｍ。ただし，ベンゲルＡ）

の 8000rpm の計測結果は，ホモジナイザーの故障のため，攪拌時間はいずれも６１

分である ）。

なお，ＬＡ－９２０による計測は，体積基準及び個数基準（測定した全粒子個数

の中で，各粒径のものが何個あるかの割合を示すもの）によって算出したものであ

る。また，ＰＡＲ－Ⅲによる計測は，散乱光の測定により散乱強度での粒径分布を

求め，それを基に重量換算及び個数換算したものであって，ＬＡ－９２０との比較

は，個数換算値を個数基準値と対比することによってのみ可能である。

ベンゲルＡ（ＬＡ－９２０による計測）

メディアン径 算術平均径

体積基準 個数基準 体積基準 個数基準

8000rpm １．６６ ０．８５ ２．０５ ０．９４

4000rpm １．９４ ０．９６ ２．３９ １．０７

2000rpm ３．９５ １．１５ ４．４１ １．４０

ベンゲルＡ（ＰＡＲ－Ⅲによる計測）

メディアン径 算術平均径 ｷｭﾑﾗﾝﾄ

散乱強度 重量換算 個数換算 散乱強度 重量換算 個数換算 平均粒径
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8000rpm 0.74 3.11 0.13 1.19 3.11 0.33 0.80

4000rpm 1.28 1.76 0.34 1.30 1.79 0.82 1.06

2000rpm 1.31 2.65 1.14 1.58 2.64 1.48 1.24

クニピア－Ｆ（ＬＡ－９２０による計測）

メディアン径 算術平均径

体積基準 個数基準 体積基準 個数基準

8000rpm １．４２ ０．９２ １．５８ ０．９８

4000rpm １．６８ １．０６ １．９１ １．１４

2000rpm １．８７ １．０１ ２．１６ １．１１

クニピア－Ｆ（ＰＡＲ－Ⅲによる計測）

メディアン径 算術平均径 ｷｭﾑﾗﾝﾄ

散乱強度 重量換算 個数換算 散乱強度 重量換算 個数換算 平均粒径

8000rpm 0.52 11.95 0.19 1.26 11.5 0.40 0.56

4000rpm 0.61 2.23 0.13 1.10 2.24 0.31 0.72

2000rpm 0.98 1.89 0.28 1.10 1.90 0.60 0.79

エ 甲第２３，第２５号証の実験（甲第２５号証の実験は甲第２３号証の実験の

再実験）

試料：ベンゲルＡ，クニピア－Ｆ

溶媒：ピロリン酸四ナトリウム（１０水塩）の６．７１ｇ（ピロリン酸ナトリウ

ムとして４．００ｇ）を１リットルの純水に溶解したもの（甲第２３号証の実験で

はｐＨ１０．３，甲第２５号証の実験ではｐＨ１０．２）

分散方法：ホモジナイザー（アの実験と同様）により 2000rpm で１．０時間攪拌

濃度：溶媒３００ｍｌに試料０．９ｇを添加

計測装置：堀場製作所製ＬＡ－９２０，大塚電子製サブミクロンアナライザーＰ

ＡＲ－Ⅲ（ただし，甲第２３号証の実験においては，計測装置はＰＡＲ－Ⅲのみ）
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計測結果①（甲第２３号証 ：ベンゲルＡは０．９１μｍ，クニピア－Ｆは０．）

７４μｍ（いずれもメディアン径の測定に係るものである。またＬＡ－９２０に係

る結果は体積基準によって算出したものであり（甲第２５号証２頁４行参照 ，Ｐ）

ＡＲ－Ⅲに関しては，甲第２２号証と同様，散乱光の測定による散乱強度によって

算出した数値であるものと推認される ）。

計測結果②（甲第２５号証 ：下表のとおり（単位はμｍ 。なお，ＰＡＲ－Ⅲに） ）

よる計測が散乱強度での粒径分布を重量換算及び個数換算したものであり，ＬＡ－

９２０との比較は個数換算値を個数基準値と対比することによってのみ可能である

ことは甲第２４号証と同様である。

ＬＡ－９２０

メディアン径 算術平均径

体積基準 個数基準 体積基準 個数基準

ベンゲルＡ １２．６０ ２．５６ １５．６４ ３．４７

クニピア－Ｆ ４．３６ １．２２ ４．９６ １．４６

ＰＡＲ－Ⅲ

メディアン径 算術平均径 ｷｭﾑﾗﾝﾄ

散乱強度 重量換算 個数換算 散乱強度 重量換算 個数換算 平均粒径

ﾍﾞﾝｹﾞﾙＡ 1.14 2.09 0.93 1.32 2.08 1.23 1.15

ｸﾆﾋﾟｱ-F 1.11 2.54 0.69 1.41 2.56 1.17 0.99

(2) 実験に対する評価

ア 甲第１０及び第１９号証によると，原告による各実験において試料として使

用されたベンゲルＡ及びクニピア－Ｆは，いずれも高純度モンモリロナイトである

ことが認められる。

しかしながら，原告による各実験のうち，まず，甲第１８号証の実験の分散方法

①及び甲第２１号証の実験は，粒径の測定が行われていないから，モンモリロナイ
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トを微細に分散させた場合に，その粒径が０．５μｍ以下となるかどうかを検証す

ることに寄与するものではない。

また 甲第２４ 第２７ 第３０号証 乙第４号証によると ＬＡ－９２０はレー， ， ， ， ，

ザー回折／散乱式という測定原理を，ＰＡＲ－Ⅲは動的光散乱方式という測定原理

をそれぞれ用いたものであり，測定原理が相違するものであるところ，動的光散乱

方式は粒子のブラウン運動を利用する測定方法であり，本件のモンモリロナイトの

分散粒子のように微小粒子である方が，ブラウン運動が活発であるため，動的光散

乱方式により検出しやすい傾向にあり，他方，レーザー回折／散乱式による測定結

果には，測定試料の形状，相対屈折率等のパラメータが大きく影響を与えるため，

薄片状の粒子であるモンモリロナイトの粒径を正しく測定することができるよう装

置を調整するには相応の工夫が必要となることが認められる。さらに，乙第２１号

証の１，２によると，ＰＡＲ－Ⅲはサンプル粒子の大小に応じてデータ取り込み条

， ，件を設定する必要があること ＰＡＲ－Ⅲは製造後１０年を経過した製品であるが

レーザー光源を用いているため，光源部分の劣化が測定精度に影響を与える危険性

があり，使用時間３０００～５０００時間あるいは３年間程度での交換が推奨され

ていたことが認められる。

本件において，被告が各実験に用いたレーザー回折／散乱式であるＬＡ－９２０

について，上記調整が適切になされていたか否か，また動的光散乱方式のＰＡＲ－

Ⅲについては レーザ光源の交換が適時になされ サンプル粒子の大小に応じたデー， ，

タ取り込み条件の設定が適切に行われたかどうかは，必ずしも明確ではない。

なお，甲第２２，第２３号証には，ＰＡＲ－Ⅲによる測定結果としての粒径分布

が添付されておらず，甲第２２号証には，ＰＡＲ－Ⅲに粒径分布図を出力する機能

がない旨が記載されているが，乙第１９号証によると，ＰＡＲ－Ⅲは粒径分布を得

ることができる測定装置であることが認められるから（現に，甲第２４，第２５号

証には，ＰＡＲ－Ⅲによる測定についても，粒径分布が添付されている ，甲第２。）

２，第２３号証において，これが添付されない合理的な理由は見当たらない。
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イ 被告の各実験のうち，粒径の測定がなされているものの測定結果は，おおむ

ね０．５μｍを超える数値とされている。

しかしながら，まず，甲第１８号証の実験の分散方法②については，乙第４号証

（中石助教授の意見書）において，ホモジナイザーにより 8000rpm の高速度で攪拌

したことにより，空気中の二酸化炭素が水溶液中に溶け込み，ｐＨ約８を割り込ん

だために，モンモリロナイト粒子の端の面がプラスに帯電し，これがマイナスに帯

電したモンモリロナイトの面と電気的に引き合うことにより凝集が起こった可能性

が指摘されている。

また，甲第２２号証の実験については，同一の懸濁液を測定したものであるにも

かかわらず，ベンゲルＡ，クニピア－Ｆのいずれについても，ＬＡ－９２０とＰＡ

Ｒ－Ⅲの測定結果には２倍以上の開きがある。ＬＡ－９２０とＰＡＲ－Ⅲの測定結

果に大きな開きがあることは，多少の例外を除き，甲第２４，第２５号証の各実験

においても，顕著に見られるところである。

さらに，甲第２４号証の実験は甲第２２号証の実験の，甲第２５号証の実験は甲

第２３号証の実験の，それぞれ再実験とされているが，ＬＡ－９２０とＰＡＲ－Ⅲ

の別，ホモジナイザーの回転数別に，甲第２４号証の実験結果（ＬＡ－９２０によ

る計測ではメディアン径・体積基準，ＰＡＲ－Ⅲによる計測においてはメディアン

径・散乱強度）と甲第２２号証の実験結果とを対比し，また，甲第２３号証の実験

結果と甲第２５号証の実験結果（ＰＡＲ－Ⅲ・メディアン径・散乱強度）を対比す

ると，乖離が見られる部分が少なくなく，十分な再現性が認められるものというこ

とはできない。

ウ そうすると，原告の各実験は，その信頼性を首肯し得るものとはいい難く，

これらの実験の結果によって，上記３の(1)の「水中に分散したモンモリロナイト

ないしベントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であること」が，本件特許出

願当時，周知の事項であったとの認定が，左右されるものではない。

５ 結論
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以上によると，甲第１号証の記載に周知事項（水中に分散したモンモリロナイト

ないしベントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であること）を適用すること

， （ ） （ ．によって 相違点 ハ に係る本件発明の構成 モンモリロナイトの平均粒径が０

５μｍ以下）となることが認められ，当業者が本件特許出願当時の周知事項を参酌

して，引用発明に基づいて上記構成とすることは容易であるといえるから，審決の

相違点（ハ）についての判断に誤りはない。

第５ 以上のとおり，原告の審決取消事由は理由がないから，原告の請求を棄却す

るべきであり，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官
石 原 直 樹

裁判官
古 閑 裕 二

裁判官
杜 下 弘 記
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